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当社は、金融商品取引業者としての業務の適切性を確保するため、反社会的勢力排除に

向けた態勢の整備を進めて参りました。このたび、当社の方針を以下のとおり決定いたし

ましたので、ここに宣言いたします。 

 

 当社は、社会の秩序や安全を確保するため、下記の通り「反社会的勢力に対する基本方

針」を定め、この方針に従った対応を徹底します。 

 

 

1. 反社会的勢力とは、取引を含めた一切の関係を遮断します。 

2. 反社会的勢力による不当要求に対し、組織全体として対応するとともに、対応する役職員

の安全確保に努めます。 

3. 反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から、警察、弁護士等の外部専門機関との連

携体制強化を図ります。 

4. 反社会的勢力による不当要求には一切応じず、毅然として法的対応を行います。 

5. いかなる理由があっても、事案を隠ぺいするための反社会的勢力との裏取引は、絶対に行

いません。 

6. 反社会的勢力に対する資金提供は、絶対に行いません。 

以上 

 


